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【使用方法】 
・本券は、協力店にある合計1,000円（税込）以内の
　好きな商品と引換えることができます。
・協力店の店頭で本券をご提示ください。

成人２０きっぷ成人２０きっぷ

引 換 券引 換 券
【有効期間】
令和８年１月１２日から令和８年２月１５日まで ◆ 有効期間　01/12～02/15

◆ １枚で１回引換え

令和７年度
練馬区二十歳のつどいねり丸からの



１ 店頭での引換方法、使用できる協力店については、 
「引換協力店舗一覧」をご確認ください。

２  商品の引換えが終わるまで半券を切り離さないでください。
３  引換え回数は一回のみです。
４ 二十歳のつどいの対象者（ご本人様）が引換えできない場合、ご家族の方など、
ご本人様以外の方も使用できます。

５ 商品の販売状況など、事業者の都合により使用できないことがあります。
６ 本券の使用にあたって、釣り銭は出ません。また、換金もできません。
７ 転売行為・偽造・コピーは固く禁じます。

【使用上の注意】
協力店様
※ この半券を切り離し、商品と
交換してください。

※ この半券は引換え期間が過ぎ
ましたら回収します。

 店舗で保管しておいてください。
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（問合せ） 練馬区教育委員会事務局こども家庭部
  青少年課育成支援係　電話  ５９８４ー１２９２
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